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令和７年３月２５日  

 

新座市地域自立支援協議会地域移行・定着支援部会 

令和６年度評価結果及び令和７年度目標設定 

 

 

新座市地域自立支援協議会        

地域移行・定着支援部会長 高野 通尚  

 

 

１ はじめに 

  本市における精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム（以下「にも包

括」という。）の構築に当たっては、保健、医療及び福祉関係者による協議の

場における目標設定及び評価の実施が求められており、第７期新座市障がい福

祉計画第３期新座市障がい児福祉計画においても、目標設定及び評価を年１回

実施することとしています。 

  これを踏まえ、本部会では、本年度の評価結果及び次年度の目標設定につい

て、改めて整理し、適切にＰＤＣＡサイクルを回していくことで、更なる重層

的な支援体制の整備につなげるとともに、にも包括をより実効性のあるものと

していきたいと考えています。 

 

２ 令和６年度の評価結果 

  令和６年度の活動内容に対する成果と課題は表１のとおりです。 

【表１ 令和６年度活動内容と成果と課題】 

活動内容 成果と課題 

第 1 回部会 

市内共同生活援助事業所を招き、困

難事例や支援に悩んでいる事例、工

夫等により対応が上手くいった事例

等について事例検討 

【日時】令和６年４月１８日（木）

午後３時～午後５時 

【場所】本庁舎３階３０１・３０２

会議室 

【出席者】３５名 

 共同生活援助事業所においては、職員の育成や定着に

課題があることが認識できました。また、市内の共同生

活援助事業所数が増加する中で、障がい理解を含め支援

の質の向上をどう図るか課題であることが分かりまし

た。 

出席者が多く全体で発言しづらい環境となったことも

あり、目的としていた個別事例の支援に関する具体的か

つ活発な意見交換につながりにくかったことが反省点と

して挙げられます。 
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第２回部会  

近隣の訪問看護事業所を招き、個別

事例の検討 

【日時】令和６年６月２０日（木）

午後３時～午後５時 

【場所】本庁舎２階２０３・２０４

会議室 

【出席者】２８名 

 訪問看護事業所から提供された個別事例の検討を通じ

て、訪問看護事業所、計画相談支援事業所、共同生活援

助事業所等の多職種を交えたにも包括の構築に資する意

見交換を行うことができました。それぞれが社会資源を

把握することができ支援の視野が広がる取組となりまし

た。 

 一方、精神障がいのある若者が集まりやすい場所や、

２４時間相談ができる場等の社会資源が不足していると

の意見がありました。 

第３回部会  

高齢者担当部門の職員を招き、メン

タルヘルスに課題のあるケースの対

応や関係機関との連携で困っている

こと等について情報共有 

【日時】令和６年７月２５日（木）

午後３時～午後５時 

【場所】本庁舎２階２０３・２０４

会議室 

【出席者】３４名 

 情報共有を通じて、高齢者担当部門がメンタルヘルス

に課題のあるケースについて支援や連携等で困っている

ことが分かりました。また、高齢者担当部門と障がい福

祉担当部門の間でお互いの役割やサービスの内容等で把

握できていないことが多くあり、連携・協力して支援を

行う必要があることを再認識しました。 

 高齢者担当部門から６５歳移行問題（障がい⇒介護）

についても話題に挙がりましたが、本件については相談

支援専門員が中心に関わる内容であることから相談支援

部会に投げ掛けることを検討します。 

第４回部会  

障がい者支援施設(入所施設)の方を

招き、地域移行を進める上での課題

やどのような社会資源があれば地域

移行が進めやすくなるかについて意

見交換 

【日時】令和６年８月１５日（木）

午後２時３０分～午後５時 

【場所】本庁舎２階２０３・２０４

会議室 

【出席者】１５名 

 障がい者支援施設（入所施設）の方を招き、各施設入

所の状況や地域移行支援の課題等についてお話しいただ

きました。 

 地域移行については、慣れた場所や支援者との関わり

を変えてまで他の場所で生活を希望する利用者や家族が

あまりいないという実態が分かりました。地域移行に関

する利用者や家族へのアプロ―チ方法や入所施設以外の

生活のイメージづくりや体験の場の設定に課題があるこ

とが分かりました。 

第５回部会  

地域、福祉、医療、行政に向けた精

神障がいにも対応した地域包括ケア

システムの普及啓発 

【 日 時 】 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ４ 日

（木）午後３時～午後５時 

【場所】本庁舎５階全員協議会室 

【出席者】４５名 

前年度開催の部会において参加者からいただいたアン

ケート回答を基に、精神科病院相談員、訪問看護事業所

管理責任者、基幹相談支援センター職員、障がい者福祉

課職員がパネリストとなり、「分野を超えて精神障がい

者の地域生活支援を考える ～精神障がい者支援って何

なん？～」をテーマにパネルディスカッションを開催し

ました。 

 参加者からは、「様々な立場からの意見が参考になっ

た」「地域に心強い支援者がいると分かってよかった、

横のつながりで一緒に考えていきたいと思った」等の意

見をいただき大変有意義な時間となりましたが、参加者

に偏りが見られ、周知方法の検討が必要だと感じまし

た。 

 なお、広く地域住民等への普及啓発活動を部会で実施

することはできませんでしたが、新座市障がい者福祉セ

ンター（福祉の里）の事業において、一般市民を対象と

した普及啓発活動と言える精神保健福祉ボランティア養

成講座を実施しました。 

 また、令和６年度は新座市民生委員・児童委員協議会

に障がい者福祉課職員が出席し、障がい福祉サービスや

障がい者の就労等について講義するなど普及啓発に努め

ました。 
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第６回部会  

近隣の精神科病院及び共同生活援助

事業所を招き、意見交換 

【 日 時 】 令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ ９ 日

（木）午後３時～午後５時 

【場所】本庁舎５階全員協議会室 

【出席者】３０名 

近隣の精神科病院及び共同生活援助事業所を招き、双

方に期待することをテーマにグループワークを実施しま

した。相談支援専門員や訪問看護事業所等も交えた多職

種での意見交換は互いの役割を再認識できたほか、それ

ぞれの立場から見た現状を知る機会となり、有効な取組

となりました。 

具体的な情報共有や連携方法等をさらに深掘りし、地

域で共有していくことについては今後課題になると考え

られます。 

第７回部会  

近隣の居宅介護事業所を招き、精神

障がい者に対する対応で困っている

ことや悩んでいることついて意見交

換 

意見交換 

【日時】令和７年１月２３日（木）

午後３時～午後５時 

【場所】本庁舎３階３０１・３０２ 

【出席者】２９名 

 ヘルパーや居宅介護事業所から精神障がい者への支援

の悩みをお話しいただき、ヘルパーや居宅介護事業所が

精神障がい者への声掛け方法やニーズの把握方法、認知

症患者に対する支援方法、精神障がい者の介護保険への

移行後の支援等に困難さがあることが分かりました。 

 精神科医療機関、訪問看護事業所、共同生活援助事業

所や相談支援専門員等の他職種から参加いただいたた

め、様々な相談先があることや支援方法について共有す

ることができ、有意義な意見交換が行われました。 

 今後は、個別事例の検討を通じて更なる支援方法の検

討や支援方法の共有を図っていく必要があると考えられ

ます。 

退院促進プロジェクトチーム「「地

元で暮らそう」を支えるチーム新

座」 

山崎病院及び朝霞病院の長期入院患

者の支援を実施 

 ２か所の近隣精神科病院を訪問し、１年以上長期入院

している患者に面会し（計８名。うち２名は２回面会を

実施）退院の意向を確認するとともに地域移行可能な患

者の検討を行いました。 

 今年度は病院側との日程調整等に時間を要したことも

あり、個別ケースの具体的な退院支援まで行き届きませ

んでしたが、引き続き入院患者との面会や病院側との調

整を行い、支援を進めていく方針です。 

複数のケースを同時進行することが困難であること

や、障害者総合支援法の地域移行支援及び地域定着支援

とどのように使い分けていくか、また、「じもくら」か

ら特定相談支援事業所にどのように引き継いでいくか、

さらに、「じもくら」による定着支援の実践に当たって

どのようにケースや特定相談支援事業所と伴走し終結さ

せていくのかは課題となっています。 

  令和６年度の活動目標に対する評価結果は表２のとおりです。 

【表２ 令和６年度の評価結果】 

にも包

括構成

要素 

課題 活動目標 目標値 
Ｒ６年度 

評価結果 

１ 

協議の

場の設

置 

協議の場のより

一層の活性化を

図 る 必 要 が あ

る。 

１－１  

保健、医療、福祉関

係者等による協議が

行われている。 

協議の場を年６

回以上開催 
達成 

１－２  

保健、医療、福祉関

係者等による協議が

行われている。 

保健、医療、福

祉関係者がそれ

ぞれ年６回以上

協議の場に参加 

達成 
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１－３  

指定特定相談支援事

業者、新座市基幹相

談支援センターが協

議の場に参加してい

る。 

１０事業所以上

の指定特定相談

支援事業者及び

基幹相談支援セ

ンターが年１回

以上協議の場に

参加 

達成 

１－４  

朝霞保健所の構築会

議及び推進会議との

連 携 が 図 ら れ て い

る。 

朝霞保健所の構

築会議等で構築

状況を年１回以

上報告するとと

もに参加自治体

等の状況を把握

し協議の場で年

１回以上報告 

達成 

１－５  

朝霞保健所のバック

アップを受けて事務

を進めている。 

朝霞保健所のバ

ックアップを受

けた事業を年１

回以上実施 

達成 

１－６  

協 議 の 場 の 参 加 者

に、じもくらの周知

が図られている。 

じもくらの活動

状況を協議の場

で年６回以上報

告 

達成 

適切に協議の場

の目標を設定す

るとともに評価

を実施し、ＰＤ

ＣＡサイクルを

回していく必要

がある。 

１－７  

協議の場において毎

年 活 動 目 標 を 設 定

し、活動内容の評価

が実施されている。 

協議の場におい

て目標設定及び

評価を年１回実

施 達成 

２ 

社会参

加、地

域の助

け合

い、普

及啓発 

地域住民、地域

の保健、医療、

福 祉 関 係 者 等

（以下「地域住

民 等 」 と い

う。）への一層

の普及啓発が必

要である。 

２－１  

地域住民等の精神障

がいへの理解促進を

図る取組が行われて

いる。 

地域住民等を対

象とした講演会

を年１回以上開

催 

達成 

２－２  

一般企業、就労継続

支援Ａ型・Ｂ型事業

者、就労移行支援事

業者、就労定着支援

事業者等（以下「一

般 企 業 等 」 と い

う。）との協働によ

り、精神障がい者が

地域で就労等を行う

上での課題を共有し

ている。 

一般企業等との

協働による課題

共有を年１回以

上実施 

未達成 

２－３  

民生委員との協働に

より、精神障がい者

が地域で生活する上

での課題を共有して

いる。 

民生委員との協

働による課題共

有を年１回以上

実施 
未達成 
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３ 

住まい 

精神障がい者が

安心して暮らせ

る住まい又は必

要な社会資源が

不足している若

しくは分かって

いない。 

３－１  

協議の場において、

共同生活援助事業者

との協働により精神

障がい者が共同生活

援助を利用して地域

で生活する上での課

題を共有している。 

共同生活援助事

業者との協働に

よる課題共有を

年１回以上実施 
達成 

３－２  

協議の場において、

共同生活援助事業者

と協働により個別事

例（共同生活援助利

用者が一人暮らし等

を希望する場合を含

む。）のニーズと支

援に関する検討が行

われている。 

共同生活援助事

業者との協働に

よる個別事例の

検討を年１回以

上実施 
一部達成 

３－３  

協議の場において、

障がい福祉サービス

事業者以外の地域住

民等と協働により、

障がい者が一人暮ら

し等をする上での課

題を共有している。 

障がい福祉サー

ビス事業者以外

の地域住民等と

の協働による課

題共有を年１回

以上実施 

未達成 

３－４  

協議の場において、

障がい福祉サービス

事業者以外の地域住

民等との協働により

個別事例のニーズと

支援に関する検討が

行われている。 

障がい福祉サー

ビス事業者以外

の地域住民等と

の協働による個

別事例の検討を

年１回以上実施 

未達成 

３－５  

じもくらにより、精

神科病院長期入院患

者の退院促進に向け

た個別支援を行う。 

じもくらによる

個別支援を年２

名 以 上 実 施 す

る。なお、長期

入院理由によっ

ては地域への移

行に相当の時間

を要すると考え

られるため、地

域への移行数に

関する目標値は

設定しない。 

一部達成 

障がい者支援施

設や障がい児入

所施設との連携

が不十分 

３－６  

障がい者支援施設や

児童福祉施設等（以

下「入所施設等」と

いう。）から地域へ

の移行が可能なケー

スについて検討が行

われている。 

入所施設等の利

用者のうち、地

域への移行が可

能なケースにつ

いての検討を年

１回以上実施 

達成 
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生活困窮・生活

保護担当課との

連携が不十分 

３－７  

協議の場において、

生活困窮・生活保護

担当課との協働によ

り精神障がい者が地

域で生活する上での

課 題 を 共 有 し て い

る。 

生活困窮・生活

保護担当課との

協働による課題

共有を年１回以

上実施 
未達成 

４ 

医療 

精神科病院との

更なる連携が必

要 

４－１  

協議の場において、

精神科病院との協働

により精神障がい者

が地域で生活する上

での課題を共有して

いる。 

精神科病院との

協働による課題

共有を年１回以

上実施 達成 

精神科病院にお

いて本市の社会

資源が周知され

ていない。 

４－２  

精神科病院において

必要とされている社

会資源を協議の場で

把握している。 

精神科病院にお

いて必要とされ

ている社会資源

を聴取する取組

を年１回以上実

施 

未達成 

一部の精神科病

院において退院

促進が図られて

いない。 

４－３  

「地域移行支援」、

「地域定着支援」、

「自立生活援助」等

（以下「地域移行支

援等」という。）及

びじもくらについて

精神科病院に周知さ

れている。 

近隣精神科病院

へ地域移行支援

等及びじもくら

を周知する取組

を年１回以上実

施 

達成 

４－４（３－５【再

掲】）  

じもくらにより、精

神科病院長期入院患

者の退院促進に向け

た個別支援を行う。 

じもくらによる

個別支援を年２

名 以 上 実 施 す

る。なお、長期

入院理由によっ

ては地域への移

行に相当の時間

を要すると考え

られるため、地

域への移行数に

関する目標値は

設定しない。 

一部達成 

訪問看護事業所

と相談支援専門

員、障がい福祉

サービス提供事

業所との連携が

不十分な例があ

る。 

４－５  

訪問看護事業所と相

談支援専門員との協

働により、精神障が

い者に関する個別事

例のニーズと支援に

関する検討が行われ

ている。 

訪問看護事業所

と相談支援専門

員との協働によ

る個別事例の検

討を年１回以上

実施 

達成 
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かかりつけ医と

の連携が不十分 

４－６  

協議の場において、

かかりつけ医が感じ

ている、精神障がい

者が一人暮らし等を

する上での課題や社

会資源等を共有して

いる。 

かかりつけ医が

感じている課題

や必要としてい

る社会資源等を

聴取する取組を

年１回以上実施 

未達成 

５ 

障がい

福祉・

介護 

居宅介護事業所

との連携が不十

分 

５－１  

協議の場において、

居宅介護事業所との

協働により精神障が

い者が地域で生活す

る上での課題を共有

している。 

居宅介護事業所

との協働による

課題共有を年１

回以上実施 達成 

一般企業等との

連携が不十分 
５－２（２－２【再

掲】）  

一般企業等との協働

により、精神障がい

者が地域で就労等を

行う上での課題を共

有している。 

一般企業等との

協働による課題

共有を年１回以

上実施 未達成 

高齢者相談セン

ター（地域包括

支援センター）

との連携が不十

分 

５－３  

協議の場において、

高齢者相談支援セン

ターとの協働により

精神障がい者が地域

で生活する上での課

題を共有している。 

高齢者相談セン

ターとの協働に

よる課題共有を

年１回以上実施 達成 

高齢者担当課と

の連携が不十分 
５－４  

協議の場において、

高齢者担当課との協

働により精神障がい

者が地域で生活する

上での課題を共有し

ている。 

高齢者担当課と

の協働による課

題共有を年１回

以上実施 達成  

朝霞保健所及び

基幹相談支援セ

ンターとの連携

強化を図る必要

がある。 

５－５（３－５【再

掲】）  

じもくらにより、精

神科病院長期入院患

者の退院促進に向け

た個別支援を行う。 

じもくらによる

個別支援を年２

名 以 上 実 施 す

る。なお、長期

入院理由によっ

ては地域への移

行に相当の時間

を要すると考え

られるため、地

域への移行数に

関する目標値は

設定しない。  

一部達成 

６ 

様々な

相談窓

口 

地域生活支援拠

点等事業との連

携方法について

検討する必要が

ある。 

６－１  

協議の場において、

地域生活支援部会と

の協働により精神障

がい者に関する地域

生活支援拠点等事業

地域生活支援部

会との協働によ

る相談事例や課

題の共有を年１

回以上実施 

未達成 
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実施上の相談事例や

課 題 を 共 有 し て い

る。 

基幹相談支援セ

ンターとの連携

を充実する必要

がある。 

６－２  

協議の場において、

基幹相談支援センタ

ーとの協働により精

神障がい者が地域で

生活する上での相談

事例や課題を共有し

ている。 

基幹相談支援セ

ンターとの協働

による相談事例

や課題の共有を

年１回以上実施 
達成 

保健センターと

の連携方法につ

いて検討する必

要がある。 

６－３  

協議の場において、

保健センターとの協

働により地域のメン

タルヘルスに関する

相談事例や課題を共

有している。 

保健センターと

の協働による相

談事例や課題の

共有を年１回以

上実施 

未達成 

福祉総合相談と

の連携方法につ

いて検討する必

要がある。 

６－４  

協議の場において、

福祉総合相談との協

働により、精神障が

い者が地域で生活す

る上での相談事例や

課 題 を 共 有 し て い

る。 

福祉総合相談と

の協働による相

談事例や課題の

共有を年１回以

上実施 
未達成 

生活困窮者自立

支援事業との連

携方法を検討す

る必要がある。 

６－５（３－６【再

掲】）  

協議の場において、

生活困窮・生活保護

担当課との協働によ

り精神障がい者が地

域で生活する上での

課 題 を 共 有 し て い

る。 

生活困窮・生活

保護担当課との

協働による課題

共有を年１回以

上実施 未達成 

高齢者相談セン

ター（地域包括

支援センター）

との連携方法を

検討する必要が

ある。 

６－６（５－３【再

掲】）  

協議の場において、

高齢者相談支援セン

ターとの協働により

精神障がい者が地域

で生活する上での課

題を共有している。 

高齢者相談セン

ターとの協働に

よる課題共有を

年１回以上実施 
達成 

  以上のとおり、協議の場の設置に関する取組は全て目標を達成することがで

きました。また、表１中の成果と課題のとおり、開催した会議はおおむね充実

した協議を行うことができました。一方、協議の場の設置に関する取組以外の

にも包括構成要素については、会議開催回数の限度もあることから達成できな

い活動目標が多くありました。 
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  また、各回の議論はおおむね充実したものとなりましたが、会議時間内で十

分に議論しつくしたとは言えず、会議時間については検討していく必要がある

と考えます。 

【令和６年度部会員】 

・ にいざ生活支援センター相談支援室 高野通尚（部会長） 

・ 新座すずのきクリニック 仲山梨奈（副部会長） 

・ 新座こだまクリニック  

・ スワン工舎新座 

・ 新座市基幹相談支援センターにいざ生活支援センター 

・ 新座市基幹相談支援センターえん 

・ 福祉工房楓 

・ アイズ 

・ 朝霞保健所 

・ 菅野病院 

・ くろめがわ訪問看護ステーション 

・ やすらぎの会 

・ 保健センター 

・ 訪問看護ステーションＡＬＷＡＹＳ朝霞 

・ アイビー訪問看護ステーション 

・ アトラクションホーム新座野寺 

 

３ 令和７年度の目標設定 

  令和６年度の本部会での取組から見えた課題を踏まえ、また「精神障害にも

対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き（２０２０年度版）」（令

和３年３月 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 株

式会社日本能率協会総合研究所作成）及び以下に掲載するにも包括の構築イメ

ージ図を参考にしながら、令和７年度の活動目標を表３とおり設定しました。 
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【にも包括の構築イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表３ 令和７年度の活動目標】 

にも包括

構成要素 
課題 活動目標 目標値 

１ 

協議の場

の設置 

協議の場のより一

層の活性化を図る

必要がある。 

１－１  

保健、医療、福祉関係者等による協

議が行われている。 

協議の場を年８回以上

開催 

１－２  

保健、医療、福祉関係者等による協

議が行われている。 

保健、医療、福祉関係

者がそれぞれ年８回以

上協議の場に参加 

１－３  

指定特定相談支援事業者、新座市基

幹相談支援センターが協議の場に参

加している。 

１０事業所以上の指定

特定相談支援事業者及

び基幹相談支援センタ

ーが年１回以上協議の

場に参加 
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１－４  

朝霞保健所の構築会議及び推進会議

との連携が図られている。 

朝霞保健所の構築会議

等で構築状況を年１回

以上報告するとともに

参加自治体等の状況を

把握し協議の場で年１

回以上報告 

１－５  

朝霞保健所のバックアップを受けて

事務を進めている。 

朝霞保健所のバックア

ップを受けた事業を年

１回以上実施 

１－６  

協議の場の参加者に、じもくらの周

知が図られている。 

じもくらの活動状況を

協議の場で年６回以上

報告 

適切に協議の場の

目標を設定すると

ともに評価を実施

し、ＰＤＣＡサイ

クルを回していく

必要がある。 

１－７  

協議の場において毎年活動目標を設

定し、活動内容の評価が実施されて

いる。 

協議の場において目標

設定及び評価を年１回

実施 

２ 

社会参

加、地域

の助け合

い、普及

啓発 

地域住民等への一

層の普及啓発が必

要である。 

２－１  

地域住民等の精神障がいへの理解促

進を図る取組が行われている。 

地域住民等を対象とし

た講演会を年１回以上

開催 

２－２  

一般企業等との協働により、精神障

がい者が地域で就労等を行う上での

課題を共有している。 

一般企業等との協働に

よる課題共有を年１回

以上実施 

２－３  

民生委員との協働により、精神障が

い者が地域で生活する上での課題を

共有している。 

民生委員との協働によ

る課題共有を年１回以

上実施 

精神障がい者やそ

の家族等の当事者

の実情やニーズを

把握する必要があ

る。 

２－４  

精神障がい者やその家族等との協働

により、当事者の生活の実情や悩

み、支援課題等を共有している。 

精神障がい者やその家

族等との協働による当

事者の生活の実情や悩

み、支援課題等の共有

を年 1 回以上実施 

２－５  

ピアサポーターとの協働により、ピ

アサポーターの活動の実際や悩み、

支援課題等を共有している。 

ピアサポーターとの協

働による活動の実際や

悩み、支援課題等の共

有を年 1 回以上実施 

３ 

住まい 

精神障がい者が安

心して暮らせる住

まい又は必要な社

会資源が不足して

いる若しくは分か

っていない。 

３－１  

協議の場において、共同生活援助事

業者と協働により個別事例（共同生

活援助利用者が一人暮らし等を希望

する場合を含む。）のニーズと支援

に関する検討が行われている。 

 

共同生活援助事業者と

の協働による個別事例

の検討を年１回以上実

施 
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３－２  

協議の場において、障がい福祉サー

ビス事業者以外の地域住民等と協働

により、障がい者が一人暮らし等を

する上での課題を共有している。 

障がい福祉サービス事

業者以外の地域住民等

との協働による課題共

有を年１回以上実施 

３－３  

協議の場において、障がい福祉サー

ビス事業者以外の地域住民等との協

働により個別事例のニーズと支援に

関する検討が行われている。 

障がい福祉サービス事

業者以外の地域住民等

との協働による個別事

例の検討を年１回以上

実施 

３－４  

じもくらにより、精神科病院長期入

院患者の退院促進に向けた個別支援

を行う。 

じもくらによる個別支

援を年２名以上実施す

る。なお、長期入院理

由によっては地域への

移行に相当の時間を要

す る と 考 え ら れ る た

め、地域への移行数に

関する目標値は設定し

ない。 

入所施設等との連

携が不十分 
３－５  

入所施設等から地域への移行が可能

なケースについて検討するため、入

所施設等の見学により実態を把握し

ている。 

入所施設等の見学によ

る実態把握を年１回以

上実施 

生活困窮・生活保

護担当課との連携

が不十分 

３－７  

協議の場において、生活困窮・生活

保護担当課との協働により精神障が

い者が地域で生活する上での課題を

共有している。 

生活困窮・生活保護担

当課との協働による課

題共有を年１回以上実

施 

４ 

医療 

精神科病院等との

更なる連携が必要 

４－１  

協議の場において、精神科病院等と

の協働により精神障がい者が地域で

生活する上での課題を共有してい

る。 

精神科病院等との協働

による課題共有を年１

回以上実施 

精神科病院等にお

いて本市の社会資

源が周知されてい

ない。 

４－２  

精神科病院等において必要とされて

いる社会資源を協議の場で把握して

いる。 

精神科病院等において

必要とされている社会

資源を聴取する取組を

年１回以上実施 

一部の精神科病院

において退院促進

が 図 ら れ て い な

い。 

４－３  

地域移行支援等及びじもくらについ

て精神科病院に周知されている。 

近隣精神科病院へ地域

移行支援等及びじもく

らを周知する取組を年

１回以上実施 

４－４（３－５【再掲】）  

じもくらにより、精神科病院長期入

院患者の退院促進に向けた個別支援

を行う。 

じもくらによる個別支

援を年２名以上実施す

る。なお、長期入院理

由によっては地域への

移行に相当の時間を要

す る と 考 え ら れ る た

め、地域への移行数に
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関する目標値は設定し

ない。 

訪問看護事業所と

相談支援専門員、

障がい福祉サービ

ス提供事業所との

連携が不十分な例

がある。 

４－５  

訪問看護事業所と相談支援専門員と

の協働により、精神障がい者に関す

る個別事例のニーズと支援に関する

検討が行われている。 

訪問看護事業所と相談

支援専門員との協働に

よる個別事例の検討を

年１回以上実施 

かかりつけ医との

連携が不十分 

４－６  

協議の場において、かかりつけ医が

感じている、精神障がい者が一人暮

らし等をする上での課題や社会資源

等を共有している。 

かかりつけ医が感じて

いる課題や必要として

いる社会資源等を聴取

する取組を年１回以上

実施 

５ 

障がい福

祉・介護 

居宅介護事業所と

の連携が不十分 

５－１  

協議の場において、居宅介護事業所

との協働により精神障がい者に関す

る個別事例のニーズと支援に関する

検討が行われている。 

居宅介護事業所との協

働による個別事例の検

討を年１回以上実施 

一般企業等との連

携が不十分 

５－２（２－２【再掲】）  

一般企業等との協働により、精神障

がい者が地域で就労等を行う上での

課題を共有している。 

一般企業等との協働に

よる課題共有を年１回

以上実施 

高齢者相談センタ

ー（地域包括支援

センター）や居宅

介護支援事業所と

の連携が不十分 

５－３  

協議の場において、高齢者相談支援

センターや居宅介護支援事業所との

協働により精神障がい者が地域で生

活する上での課題を共有している。 

高齢者相談センターや

居宅介護支援事業所と

の協働による課題共有

を年１回以上実施 

高齢者担当課との

連携が不十分 

５－４  

協議の場において、高齢者担当課と

の協働により精神障がい者が地域で

生活する上での課題を共有してい

る。 

高齢者担当課との協働

による課題共有を年１

回以上実施 

朝霞保健所との連

携強化を図る必要

がある。 

５－５（３－５【再掲】）  

じもくらにより、精神科病院長期入

院患者の退院促進に向けた個別支援

を行う。 

じもくらによる個別支

援を年２名以上実施す

る。なお、長期入院理

由によっては地域への

移行に相当の時間を要

す る と 考 え ら れ る た

め、地域への移行数に

関する目標値は設定し

ない。  

５－６（１－４【再掲】）  

朝霞保健所の構築会議及び推進会議

との連携が図られている。 

朝霞保健所の構築会議

等で構築状況を年１回

以上報告するとともに

参加自治体等の状況を

把握し協議の場で年１

回以上報告 
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５－７（１－５【再掲】）  

朝霞保健所のバックアップを受けて

事務を進めている。 

朝霞保健所のバックア

ップを受けた事業を年

１回以上実施 

６ 

様々な相

談窓口 

地域生活支援拠点

等事業との連携方

法について検討す

る必要がある。 

６－１  

協議の場において、地域生活支援部

会との協働により精神障がい者に関

する地域生活支援拠点等事業実施上

の相談事例や課題を共有している。 

地域生活支援部会との

協働による相談事例や

課題の共有を年１回以

上実施 

基幹相談支援セン

ターとの連携を充

実 す る 必 要 が あ

る。 

６－２  

協議の場において、基幹相談支援セ

ンターとの協働により精神障がい者

が地域で生活する上での相談事例や

課題を共有している。 

基幹相談支援センター

との協働による相談事

例や課題の共有を年１

回以上実施 

保健センターとの

連携方法について

検討する必要があ

る。 

６－３  

協議の場において、保健センターと

の協働により地域のメンタルヘルス

に関する相談事例や課題を共有して

いる。 

保健センターとの協働

による相談事例や課題

の共有を年１回以上実

施 

福祉総合相談との

連携方法について

検討する必要があ

る。 

６－４  

協議の場において、福祉総合相談と

の協働により、精神障がい者が地域

で生活する上での相談事例や課題を

共有している。 

福祉総合相談との協働

による相談事例や課題

の共有を年１回以上実

施 

生活困窮者自立支

援事業との連携方

法を検討する必要

がある。 

６－５（３－７【再掲】）  

協議の場において、生活困窮・生活

保護担当課との協働により精神障が

い者が地域で生活する上での課題を

共有している。 

生活困窮・生活保護担

当課との協働による課

題共有を年１回以上実

施 

高齢者相談センタ

ー（地域包括支援

センター）や居宅

介護支援事業所と

の連携方法を検討

する必要がある。 

６－６（５－３【再掲】）  

協議の場において、高齢者相談支援

センターや居宅介護支援事業所との

協働により精神障がい者が地域で生

活する上での課題を共有している。 

高齢者相談センターや

居宅介護支援事業所と

の協働による課題共有

を年１回以上実施 

 

４ 令和７年度の活動日程 

  上記３の活動目標及び目標値の達成に向け、令和７年度の本部会を以下のと

おり活動することとします。 

  なお、具体的な取組内容は別途事務局と検討します。 

  また、構成要素１の活動目標については年間を通して実施することとし、そ

の他の活動目標についても部会開催以外で実施できるよう検討します。 

  さらに、じもくらについても、地域相談支援給付との調整を図りながら年間

を通して実施することとし、活動状況を随時本部会に報告します。 
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 第１回部会 

  日時：令和７年４月１７日（木）午後２時３０分～午後５時 

  場所：本庁舎３階３０１・３０２会議室 

  対応する活動目標：３－１（共同生活援助事業所との個別事例の検討） 

 第２回部会 

  日時：令和７年６月１２日（木）午後２時３０分～午後５時 

  場所：本庁舎３階３０３・３０４会議室 

  対応する活動目標：４－５（訪問看護事業所との個別事例の検討） 

第３回部会 

  日時：令和７年７月２４日（木）午後２時３０分～午後５時 

  場所：本庁舎３階３０３・３０４会議室 

  対応する活動目標：５－３（高齢者相談センターとの課題共有）、５－４

（高齢者担当課との課題共有）、６－６（（５－３【再掲】） 

 第４回部会 

  日時：令和７年８月１４日（木）午後２時３０分～午後５時 

  場所：本庁舎２階２０３・２０４会議室 

  対応する活動目標：３－２（障がい福祉サービス事業所以外の地域住民等

（不動産業者等）との課題共有） 

 第５回部会 

  日時：令和７年１０月３０日（木）午後２時３０分～午後５時 

  場所：本庁舎２階２０３・２０４会議室 

  対応する活動目標：２－１（地域住民等対象の普及啓発に向けた講演会）、 

 ２－４（精神障がい者やその家族等との課題共有） 

 第６回部会 

  日時：令和７年１２月１８日（木）午後２時３０分～午後５時 

  場所：未定  

  対応する活動目標：４－１（精神科病院等との課題共有）、４－２（精神科

病院等）に必要な社会資源の共有）、４－３（精神科病院への地域移行支援等

の周知）、４－６（かかりつけ医との課題共有） 

 第７回部会 

  日時：令和８年１月２２日（木）午後２時３０分～午後５時 

  場所：未定 

  対応する活動目標：５－１（居宅介護事業所との課題共有） 

 第８回部会 
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  日時：令和８年２月１９日（木）午後３時～午後５時 

  場所：２０３・２０４会議室 

  内容：令和７年度部会活動の評価及び令和８年度部会活動の目標設定 

 

５ 令和７年度の部会委員の構成 

  令和７年度の部会員については、以下のとおりとします。 

  また、より活発活動となるよう、必要に応じて部会員を新たに選出すること

も検討します。 

・ にいざ生活支援センター相談支援室（部会長） 

・ 新座すずのきクリニック（副部会長） 

・ 新座こだまクリニック 

・ スワン工舎新座 

・ 新座市基幹相談支援センターにいざ生活支援センター 

・ 新座市基幹相談支援センターえん 

・ 福祉工房楓 

・ アイズ 

・ 朝霞保健所 

・ 菅野病院 

・ やすらぎの会 

・ 保健センター 

・ 訪問看護ステーションＡＬＷＡＹＳ朝霞 

・ アイビー訪問看護ステーション 

・ アトラクションホーム新座野寺 


